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産業廃棄物の埋立抑制等に向けた取組及び産業廃棄物埋立税の 

今後の方針に関するパブリックコメントの実施結果等について 
 

１ 要旨・目的 

 産業廃棄物の埋立抑制等に向けた取組及び産業廃棄物埋立税の今後の方針に関して，県民意見

募集を実施し，併せて関係団体から意見を聴取した。 

 

２ 現状・背景 

 産業廃棄物埋立税は，産業廃棄物の埋立抑制を図るとともに，排出抑制，減量化，リサイクル，

適正処理その他の循環型社会の形成に関する施策の推進を図ることを目的として，平成 15 年４

月に導入した。課税期間を５年に区切り，現在，第４期目（平成 30年度～令和４年度）である。 

 

３ 意見の概要 

⑴ 県民意見募集 

ア 実施対象 

県民 

イ 実施期間 

令和４年６月 14日（火）から令和４年７月 13日（水）まで 

ウ 募集内容 

（ア） 産業廃棄物埋立抑制等に関する今後の方針※について 

（イ） 産業廃棄物埋立税制度を継続し，５年間延長することについて 

※ 検証における課題や状況変化などに適切に対応し，「最終処分率の 1.5％の達成及びその維
持」を目指し，来年度以降の５年間，現行の４つの事業区分により埋立抑制等の取組を引き
続き実施する。 

エ 実施結果 

提出者数 12人，意見数 33件 

埋立抑制等に関する今後の方針については，さらなる埋立抑制や不法投棄対策の推進が必

要等の意見があり，県の方針に沿ったものだった。産業廃棄物埋立税制度の継続については

ご理解を示す意見が多数だった。詳細は別紙のとおり。 

⑵ 関係団体意見 

   商工会議所などの経済団体，資源循環協会などの業界団体に説明したところ，リサイクルの

推進，不法投棄対策，啓発活動といった県の施策は必要という意見だった。また，産業廃棄物

埋立税制度の継続について反対意見はなかった。 

   （参考：関係団体 20団体） 

経済団体 広島経済同友会，中国経済連合会，各商工会議所 

業界団体 
広島県資源循環協会，広島循環型社会推進機構，広島県環境保健協会， 

広島県建設工業協会，広島県建設業協会連合会 

環 境 県 民 局 

資 料 
Ｎｏ.４  

 

令和４年８月 19日 
課 名 環境県民局循環型社会課 
担当者 課長 重野 
内 線 2950 
課 名 環境県民局産業廃棄物対策課 
担当者 課長 河村 
内 線 2962 
課 名 総務局税務課 
担当者 課長 星野 
内 線 2318 
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４ 今後の対応 

産業廃棄物埋立抑制等に関する今後の方針のとおり，産業廃棄物埋立税の課税期間を５年間

延長することとし，９月定例会に「広島県産業廃棄物埋立税条例の一部を改正する条例案」を

提案する。 



1 

 

県民意見募集の実施結果 
 

１ 県民意見募集の概要 

 【実施期間】令和４年６月14日～令和４年７月13日 

 【提出者数】１２人 

 【提出方法】電子メール：１人，ＦＡＸ：３人，ＨＰ入力フォーム：８人 

 【意 見 数】３３件 

区分 件数 

（１） 産業廃棄物埋立抑制等に関する今後の方針について ２１件※ 

内訳 

３Ｒの推進 (８件) 

廃棄物の適正処理 (６件) 

啓発活動の支援 (１件) 

その他のご意見 (６件) 

（２） 産業廃棄物埋立税制度を継続し５年間延長することについて １２件 

内訳 

賛成（概ね賛成等を含む） (９件) 

反対 (２件) 

賛否以外のご意見 (１件) 

   ※複数の内容を含む意見があるため，提出者数とは一致しない。 

 

２ 意見の内容と県の考え方・対応 

（１） 産業廃棄物埋立抑制等に関する今後の方針について 

意見の内容 県の考え方・対応 

○３Ｒの推進  

１ リサイクル困難物（塩ビ等）の処理方法，

処理施設の拡充を図り，埋立抑制に寄与して

ほしい。 

リサイクル困難など課題のある廃棄物につ

いて，産学連携による研究支援等により埋立抑

制を図るとともに，ＡＩ等デジタル技術を活用

した高度選別施設の導入促進などにより，最終

処分量削減効果の高い事業に集中的に取り組

むなど，埋立抑制を図ってまいります。 

２ 埋立を減らすためにしっかりと事業をし

てほしい。 

３ 埋立抑制が十分でない品目について重点 

的に取り組み，排出事業者への働きかけによ

り既存リサイクル施設への受け入れ増加や，

AI 等デジタル技術を活用した高度選別施設

の導入促進などによる，リサイクルをさらに

推進させることは必要。 

４ 埋立抑制を進めることについては賛成。最 

終処分場というのは，住民として考えるとや

はり簡単に作ってほしい施設ではない。現在

発展目覚ましい AI 技術などを使って，埋立

抑制ができるということであれば，是非進め

てほしい。 

５ 補助金制度をもっと単純明快にして，設備 

を整えながら埋立抑制を進めていく必要が

ある。 

「広島県廃棄物排出抑制・リサイクル施設整

備費等補助金」について，引き続き利用しやす

い制度となるよう努めてまいります。 

別 紙 
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意見の内容 県の考え方・対応 

６ 事業計画において，がれき類等と混廃へ最 

優先の対策が必要とのことだが，がれき類等

はリサイクル率が高い自治体とその処分会

社との意見交換をしてはどうか。混廃につい

ては啓発活動の継続が必要だが，啓発先を排

出事業者だけでなくそこに従事する専門工

事会社向けも対象とし，「分別」について元

請からの指導に加え，自治体主導での周知を

してほしい。 

国土交通省の「建設リサイクル推進計画

2020」でも，「建設混合廃棄物の現場分別の徹

底」の取り組みが挙げられており，排出時点で

の分別が重要と考えています。国や他自治体の

取り組みも参考にしながら，埋立抑制を図って

まいります。 

７ 広島県以外の他県との情報共有による，最

終処分場にいくものの有効活用の検討 

８ リサイクルを進めることは素晴らしいと

思うが，設備投資に係る費用が膨大なため埋

立は必要。あまり抑制しすぎるのは社会停滞

につながると思う。 

現状では技術面，経済面から合理的な処分方

法として埋立せざるを得ない産業廃棄物もあ

りますが，適切に選別すればリサイクル可能な

廃棄物について高度選別施設の導入を促進す

るなどにより３Ｒの推進を図ってまいります。 

○廃棄物の適正処理  

１ 不法投棄監視体制もデジタル技術を活用

して推進してほしい。 

現在実施しているパトロールや立入検査等

に加え，衛星画像のデータ解析やドローン等の

デジタル技術を活用した監視体制の強化等に

より，不法投棄の未然防止，早期発見，早期是

正を図ってまいります。 

また，不適正処理等があった場合には，行為

者に対して，是正指導の強化や行政処分などに

より，厳正に対応します。 

２ 不法投棄対策も重要。捨て逃げは許されな

い。 

３ 不法投棄の監視や業者への指導 

４ 企業の人間も産廃業者の処理現場を確認

し，監視する必要がある。ただ，専門家でな

いのでどのような点を見ればいいのか分か

らない。行政による監視をしっかりしてほし

い。 

定期的な産業廃棄物処理業者への立入検査

により適正処理を指導するとともに，違反者に

対しては，行政処分などにより厳正な対応を行

うことにより生活環境の保全を図ってまいり

ます。 

５ 不適切業者の公的な公表 行政処分については，公表基準に基づき公表

することとしています。 

６ 廃棄物の適正処理として「排出事業者向け 

講習会」と記載があるが，予算が大きい割に

は，どのようなことがされているのか見えて

こないので，県民に見える形にしてほしい。 

毎年度，産業廃棄物の排出事業者等を対象と

した講習会を開催し，廃棄物処理法に基づく排

出事業者責任の徹底等を図り，産業廃棄物の適

正処理を推進しています。 

講習会の開催にあたっては，県のホームペー

ジに掲載するほか，県内の排出事業者等に受講

案内を郵送することによって，周知しており，

講習会で使用するテキストについては，事前に

県のホームページで公開します。 
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意見の内容 県の考え方・対応 

○啓発活動の支援  

１ 小中学生の環境教育に力を入れるべき。将

来を担う若者にこそ，環境への意識が必要。 

県内各地の学校，地域等への環境学習講師の

派遣や，環境イベント等を通じて環境学習の支

援を図ってまいります。 

○その他のご意見  

１ 排出事業者（納税義務者）へのアンケート  

結果で，産廃税の継続について反対意見を公

表しないのはなぜか？ 

アンケートの選択肢のうち「廃止すべき」を 

選択された割合である 3.2％を反対意見として

記載しています。 

２ 税率（1,000 円/ｔ）について，分からな

いが 60％であり，半分以上が妥当な税率だ

と認めていない。 

アンケートの結果などを踏まえた検証にお

いて，税の導入以降，最終処分量は減少傾向に

あり，埋立抑制に係るインセンティブの観点か

らも，税率を変更する必要はないと考えており

ます。 

今後も税の趣旨・目的に沿った効果的な事業

を実施し，税を御負担いただいている事業者の

皆様に御理解いただけるよう努めてまいりま

す。 

３ 有識者等の意見を 6 名にしか聞いていな

いのはなぜか？ 

 

税の今後のあり方を検討するにあたり，税の

導入及び税活用事業の実施効果の検証や循環

型社会の実現に向けた課題等について学識経

験者，商工関係者，住民団体，行政の各分野の

有識者より，それぞれの観点・立場から意見を

聴取しております。また，納税義務者である排

出事業者へのアンケートや，直近の実情を把握

するため最終処分量の多い排出事業者・最終処

分業者への調査や意見聴取などにより検証を

行いました。 

４ ５年の時限措置が今回の延長で，導入され

た平成 15年から 25年になる。いつまで続け，

いつ廃止するのか？ 

 

 

 

 

 

 

課税による埋立抑制効果や基金状況，税活用

事業の効果などの検証を有効に行うことがで

きる期間として，５年間という時限措置をと

り，５年毎に検証を行うこととしております。 

目標である最終処分率 1.5％の達成，維持を

目指し，税活用事業の取組を進めることによ

り，着実に埋立抑制を図ることで，この目標を

早期に達成できるよう取り組んでまいります。 

５ 税収の使い方については素晴らしい。 税収を活用した効果的な事業の実施に努め

てまいります。 
６ 県民の役に立つ使い道であれば構わない。 
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（２） 産業廃棄物埋立税制度を継続し５年間延長することについて 

意見の内容 県の考え方・対応 

○賛成（概ね賛成等を含む）  

１ 埋立抑制の為に継続する事には賛同する。 税制度を継続し，税収を活用した効果的な事
業の実施に努めてまいります。 

 ２ 延長には賛成。目標に向けて進めてほし
い。 

３ 埋立抑制の早期達成に向けて，最終処分量 
の多い産業廃棄物に対して，埋立抑制に係る
集中的な対策を実施しており，最終処分率の
減少に効果が表れている。今後も継続して行
っていくべきである。従って５年間延長する
ことは良いと思う。 

４ 特になし。 

５ 埋立から税金を徴収して，リサイクル 施
設の充実や不法投棄対策に使うというのは
理にかなっている。 
最終処分率 1.5％を目標としているという

ことについて，最終処分されるゴミがなくな
ることはないので，恒久的に課税して，環境
対策のために使えばよいのではないか。 
ただ，正直ホームページを拝見しても文字

ばかりで，どのような事業をされているのか
わかりにくいので，もう少し実際にやられて
いる事業を視覚的に訴える形で出してもら
えるとわかりやすい。 

課税期間については，課税による埋立抑制効
果や基金状況，税活用事業の効果などの検証を
有効に行うため５年間の時限措置としていま
す。また，法定外税の新設等に係る総務省から
の通知の中でも，一定の課税期間を定めること
が適当とされています。 
ホームページの事業紹介についてより分か

りやすい記載方法にするなど修正，内容の充実
を図ってまいります。 

６ 税制の趣旨が， 
産業廃棄物の埋立抑制を図るとともに，排出
抑制，減量化，リサイクル，ＣＯ２削減・抑
制，適正処理その他の循環型社会の形成に関
する施策の推進を図る。 
と言うことであれば，本税を原資に広島県と
しても本気で取り組むのであれば，延長には
賛成する。 
但し，本税が本来の趣旨にそって活用されて
いる事が前提。 

産業廃棄物埋立税の目的である「排出抑制，
減量化，リサイクル，産業廃棄物の適正処理そ
の他の循環型社会の形成」について効果的な事
業の実施に努めてまいります。また，「ＣＯ２
削減・抑制」は税の目的に含まれていませんが，
省エネ診断士の派遣による脱炭素にもつなが
る廃棄物排出抑制の支援にも新たに取り組ん
でまいります。 

 

７ 継続は，やむを得ない。 
税活用事業の内訳でリサイクル施設整備と
記載され，別冊資料では選別施設の整備との
ことだが，中間処理施設への補助の割合を増
やす試算をしてはどうか。 
また優良処分会社へのサーマルリサイク

ル，ケミカルリサイクル，マテリアルリサイ
クル施設整備への補助を検討してもらいた
い。但しサーマルリサイクルについては，欧
米ではリサイクルと認識されてないので今
後の動向について注視が必要と思います。 

リサイクル施設整備費等補助事業では，がれ
き類，廃プラスチック類等の埋立抑制が十分で
ない廃棄物に係る中間処理施設の整備につい
ては補助率の引き上げ（1/3→1/2）を行ってい
ます。混合廃棄物の選別を含めた中間処理が重
要と考えていることから，コーディネーター等
の働きかけによる整備を進めていきます。 
リサイクル方法等については，国の動向を注

視してまいります。 

８ 延長は仕方ない。環境教育と監視をしっか 
りやってほしい。 

税収を活用した効果的な事業の実施に努め
てまいります。 
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意見の内容 県の考え方・対応 
９ 1000 円で十分なのか。企業は儲けすぎな
ので値上げしてでも県民のために使うのが
いい。 

産業廃棄物の排出抑制を目的とした税を導
入している全国 28道府県・市すべてにおいて，
税率は１トン当たり 1,000円となっており，全
国的にこの税率が定着しています。また，税の
導入以降，最終処分量は減少傾向にあることか
ら，税率の変更は考えておりません。 

○反対  

１ 排出事業者，中間処理業者，最終処分業者  
も法人税等払っている。二重課税ではない
か？廃止してほしい。 

※（１）の欄への記載でしたが，内容から税制
度に係る意見に分類させていただきます。 

 

産業廃棄物埋立税は，県の条例に基づいて課
税する「法定外目的税」で，総務大臣の同意を
経て実施しています。 
この総務大臣の同意要件のひとつに，「国税

又は他の地方税と課税標準を同じく」しないこ
とがあります。 
課税標準とは，税額を算出するために税率を

乗ずる対象となるもので，例えば，法人税では
各事業年度の所得の金額とされています。一
方，産業廃棄物埋立税では最終処分場に搬入さ
れる産業廃棄物の重量を課税標準としており，
他の税とは異なることから，これまで，総務大
臣の同意を得て課税しています。 

２ 景気の悪化が懸念される中，税金の軽減が 
必要。コロナにより疲弊した経済を立て直す
意味でも数年は廃止した方が良い。 

産業廃棄物埋立税の税収は，リサイクル施設
の整備といった「３Ｒの推進」や，不法投棄の
監視をはじめとする「廃棄物の適正処理」など
の施策に充てています。 
これまでの課題に加え，リサイクル困難物の

増加や自然災害に伴う災害廃棄物の発生とい
った環境変化に対応していく必要があること
から，その施策に充てる財源として，引き続き，
税の継続をお願いしたいと考えています。 

○賛否以外のご意見  

１ 「３Ｒの推進」について，県民にＰＲする
だけでなく，実行できる政策をしてほしい。
今のままで５年間延長するだけでは，効果的
な税金の使い方とはならない。 

 

産業廃棄物の３Ｒの推進について，排出事業
者への働きかけによる既存リサイクル施設へ
の受入増加やリサイクル製品紹介画面のリニ
ューアルといったＰＲに関する施策だけでな
く，十分な埋立抑制に至っていない廃棄物につ
いて重点的に施設整備補助をするなど，最終処
分量削減効果の高い施策の実施に努めてまい
ります。 

 


